
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
九
号

海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文



セ
ー
ヌ
湾
の
帆
船

ロ
ワ
ン
河
畔

プ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
の
断
崖

ド
ー
ヴ
ィ
ル
の
水
浴
時

ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
レ
ガ
ッ

タエ
ト
ル
タ
海
岸
の
洗
濯
女
達

デ
ィ
エ
ッ
プ
の
港
、
夕
暮
れ

指
定
を
し
た
海
外
の
美
術
品
等

（
以
下
「
指
定
美
術
品
等
」
と
い

う
。
）
の
名
称

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

平
成
二
十
五
年
十
月

七
日

指
定
を
し
た
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

平
成
二
十
六
年
五
月

二
十
二
日
ま
で

指
定
の
有
効
期
間

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

公
益
財
団
法
人
東
京
富
士
美
術
館

理
事
長

原
島

健
二

東
京
都
八
王
子
市
谷
野
町
四
百
九
十
二
番

一
号

指
定
美
術
品
等
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

東
京
富
士
美
術
館

東
京
都
八
王
子
市
谷
野
町
四
百
九
十
二
番
一
号

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六

年
一
月
五
日
ま
で

福
岡
市
博
物
館

福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
百
道
浜
三
丁
目
一
番
一
号

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

三
月
二
日
ま
で

京
都
文
化
博
物
館

京
都
府
京
都
市
中
京
区
三
条
高
倉

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

五
月
十
一
日
ま
で

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
施
設
の
名
称

及
び
所
在
地
並
び
に
指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る

予
定
の
期
間



ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
林
、
イ
ー
ゼ
ル

に
向
か
う
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
オ
シ
ュ

デ
と
本
を
読
む
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
オ

シ
ュ
デ

サ
ン
・
マ
メ
ス
、
朝

ヴ
ェ
ト
ゥ
ィ
ユ
の
春

ク
ー
ル
ブ
ヴ
ォ
ア
の
セ
ー
ヌ
川

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右


